
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請 

（
共
同
参
画
社
会
推
進
課
）　

　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定 

（
医
療
整
備
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
認
証
食
品
の
認
証 

（
食
産
業
振
興
課
）　

　

二

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
二
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
告
示
内
容
の
掲
示 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　

　

四

 
公

告

〇
平
成
二
十
一
年
度
個
人
情
報
保
護
条
例
の
運
用
状
況 

（
県
政
情
報
公
開
室
）　

　

四

〇
平
成
二
十
一
年
度
情
報
公
開
条
例
の
施
行
状
況 

（　
　

同　
　

）　

　

六

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
入
札
の
公
告
（
二
件
） 

（
道　

路　

課
）　

　

七

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

一
一

 
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
の
制
限 

一
一

 
雑

報

〇
土
地
区
画
整
理
事
業
に
お
け
る
書
類
の
送
付
に
か
わ
る
公
告 

二
〇

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
一
七
八
号
中 

二
二

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
八
号

　

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
特
定
非
営
利
活
動
法
人

の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称　

特
定
非
営
利
活
動
法
人　

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ　

Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ｉ
Ｈ
Ａ
Ｒ
Ａ

一　

代
表
者
の
氏
名　
　
　
　
　
　

佐
藤　

達
雄

二　

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地　
　

栗
原
市
築
館
字
芋
埣
八
ツ
又
四
十
七
番
地
十
一

三　

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的　
　

 

こ
の
法
人
は
地
域
に
お
け
る
災
害
復
興
・
救
援
活
動
を
通
じ
て
、
住
民
活
動
の
活

性
化
を
図
り
緑
豊
か
な
環
境
の
整
備
、
保
全
事
業
な
ど
の
暮
ら
し
や
す
い
ま
ち
づ

く
り
を
行
う
。

ま
た
、
地
域
環
境
を
利
用
し
た
グ
リ
ー
ン
ツ
ー
リ
ズ
ム
に
よ
り
子
ど
も
の
健
全
育

成
を
図
る
ほ
か
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す
る
医
療
・
福
祉
活
動
、
国
際
交
流
支

援
な
ど
に
よ
り
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
社
会
の
実

現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

四　

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日　
　
　

平
成
二
十
二
年
七
月
十
二
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
九
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
号

（1）　 平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2181号　　 

発　　　　行

宮 城 県
( 総務部私学文書課)
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話  022（211）2267
(毎週火，金曜日発行)

名　
　
　

称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会
泉
病
院

医
療
法
人
松
田
会
松
田

病
院

所　
　

在　
　

地

仙
台
市
泉
区
長
命
ケ
丘
二
丁 

目
一
番
地
の
一

仙
台
市
泉
区
実
沢
字
立
田
屋 

敷
一
七
番
地
の
一

認
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年
八
月
七

日平
成
二
十
二
年
八
月
七

日

認
定
の
有
効
期
限

平
成
二
十
五
年
八
月
六

日平
成
二
十
五
年
八
月
六

日



　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
一
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
二
号

　

宮
城
県
認
証
食
品
認
証
要
綱
（
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
九
百
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
証
食
品

を
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

認
証
食
品

 

二　

認
証
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
三
日

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
銭
神
地
区
土
地

改
良
事
業
（
か
ん
が
い
排
水
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
九
月
六
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
、
大
崎
市
鹿
島
台
総
合
支
所
、
松
島
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
四
号

第2181号　平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
五
〇
〇
四
三
二

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

広
域
介
護
サ
ー
ビ
ス
田

尻大
崎
市
田
尻
沼
部
字
富

岡
浦
二
十
五
番
地
の
三

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

行
動
援
護

設
置
者
名

株
式
会
社
宮
城

登
米
広
域
介
護

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

八
月
一
日

事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
五
六
二

設　
置　
者　
名

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株

式
会
社

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
株
式
会
社

石
巻
在
宅
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
石
巻
市
蛇
田
字
下
谷
地
一
番

地
六

ア
ー
ス
サ
ポ
ー
ト
石
巻

石
巻
市
蛇
田
字
下
谷
地
一
番

地
六

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

七
月
一
日

認
証
番
号

品　

目

申
請
者
の
氏
名

又

は

名

称

製
造
業
者
の
名
称

又

は

屋

号

製
造
所
等
の
所
在
地

九
十
三

九
十
九

百
三
十

一百
三
十

二百
八
十

豆
腐

納
豆

乾
の
り
・

焼
き
の
り

焼
き
魚
介

類乾
の
り
・

焼
き
の
り

有
限
会
社
ほ
し
食
品　

代
表
取
締
役　

星　

考

征萬
歳
食
品
工
業
株
式
会

社　

代
表
取
締
役　

照

井
辰
夫

株
式
会
社
飯
塚
海
苔
店 

代
表
取
締
役　

飯
塚
三

男有
限
会
社
ウ
ツ
ミ
水
産

代
表
取
締
役　

内
海
春

寿有
限
会
社
今
野
商
店　

代
表
取
締
役　

今
野
武

雄

有
限
会
社
ほ
し
食
品

萬
歳
食
品
工
業
株
式
会

社株
式
会
社
飯
塚
海
苔
店

有
限
会
社
ウ
ツ
ミ
水
産

卸
問
屋
横
山
海
苔
店

遠
田
郡
美
里
町
字
藤
ヶ
崎
町
四
二

仙
台
市
青
葉
区
栗
生
六
丁
目
二－

五仙
台
市
若
林
区
卸
町
東
一
丁
目
四

－

一
六

宮
城
郡
利
府
町
赤
沼
字
井
戸
尻
六

八塩
釜
市
藤
倉
一
丁
目
二－

一
八



　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
栗
駒
文
字
大
明
神
二
〇
二
、
二
〇
五
、
二
一
二
の
八
、
文
字
沢
口
一
二
、
一
五
か
ら
一
九
ま
で

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　

文
字
大
明
神
二
〇
二
・
二
〇
五
・
二
一
二
の
八
・
文
字
沢
口
一
二
（
以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
一
五
か
ら
一
八
ま
で
、
一
九
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
五
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

栗
原
市
花
山
字
草
木
沢
角
間
三
三
六
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
�
　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

字
草
木
沢
角
間
三
三
六
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

�
　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
も
の
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林

整
備
課
）
及
び
栗
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
六
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す

る
予
定
で
あ
る
旨
、
平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
付
け
二
一
森
整
第
六
百
六
十
九
号
で
関
係
者
あ
て
通
知
し
た
と
こ
ろ
、

次
の
者
は
、
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
石
巻
市
役
所
に
掲

示
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
皿
貝
字
土
屋
沢
山
一
七
の
八
八
、
一
七
の
一
一
三
か
ら
一
七
の
一
一
五
ま
で

二　

所
在
が
不
分
明
で
あ
る
者
の
住
所
氏
名

　
　

東
京
都
板
橋
区
赤
塚
五
丁
目
十
二
番
二
号　
　

我
妻　

栄
喜

三　

通
知
の
内
容

　

一
の
森
林
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
五
月
七
日
宮
城
県
告
示
第
四
百
七
十
八
号
で
告
示
し
た
と
お
り
保
安
林
に

指
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
七
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

（3）　 平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2181号　　 



　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

 

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
八
百
十
八
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

鹿
島
台
町
巳
待
田
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

大
崎
市
鹿
島
台
平
渡
字
巳
待
田
五
百
九
十
三
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日

四　

変
更
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
四
日

 
公

告

〇
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
八
年
宮
城
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
六
十
二
条
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
条
例
の
運
用
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

第2181号　平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
佐
々
木

建
設
猪
股　

研

富
野
建
設

�
橋　

郁
孝

東
洋
緑
化
株
式
会

社
�
橋　

允

株
式
会
社
佐
藤
組

佐
藤　

清
一

有
限
会
社
武
山
建

設武
山　

幸
文

株
式
会
社
富
有

建
尾　

公
彦

ウ
ォ
ー
ル
工
業
株

式
会
社

山
田　

英
隆

有
限
会
社
佐
藤
益

建
築
佐
藤　

良
秀

株
式
会
社
ト
ー
キ

ン
マ
シ
ナ
リ
ー

八
巻　

徳
郎

株
式
会
社
日
総

日
野　

久
義

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

登
米
市
石
越
町
北
郷
字
赤

谷
二－

三

栗
原
市
築
館
字
城
生
野
唐

崎
九
十
三－

三

仙
台
市
青
葉
区
柏
木
一
丁

目
一－

八
ポ
ラ
リ
ス
ビ
ル

二
階

遠
田
郡
涌
谷
町
太
田
字
中

太
田
六
十
七

石
巻
市
針
岡
字
狼
五

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目

中
町
六－

三
十
六

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字

鴻
巣
百
五
十
七－

一

宮
城
郡
松
島
町
初
原
字
焼

林
四－

五

仙
台
市
太
白
区
郡
山
六
丁

目
七－

一

石
巻
市
三
輪
田
字
谷
津
百

五
十
五－

一

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
七

第
二
百
六
十
号

般－

十
九

第
七
百
二
十
四

号般
・
特－

二
十

二第
五
千
三
十
号

特－
十
七

第
六
千
五
十
号

般－

十
八

第
七
千
七
百
八

号般－

十
九

第
一
万
千
九
百

七
十
七
号

般－

十
七

第
一
万
四
千
十

八
号

般－

十
八

第
一
万
四
千
二

百
五
十
八
号

般
・
特－

十
九

第
一
万
四
千
五

百
九
十
七
号

般－

十
七

第
一
万
六
千
五

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

造
園
工
事
業

　

消
防
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

電
気
工
事
業

　

管
工
事
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

機
械
器
具
設
置
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
七
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
七
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
七
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
二
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
一
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
十
四
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
七
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
十
二
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
一
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
七
日

有
限
会
社
鶯
建
環

境
開
発

狩
野　

教
雄

株
式
会
社
相
馬
総

業相
馬　

洋
一

株
式
会
社
カ
ド
ワ

キ門
脇　

研
見

栗
原
市
鶯
沢
南
郷
五
輪
原

六
十
四－

六

仙
台
市
宮
城
野
区
新
田
一

丁
目
六－

二
十
五

東
松
島
市
矢
本
字
蜂
谷
浦

七
十
五－

六

十
一
号

般－

十
九

第
一
万
六
千
五

百
五
十
号

般－

十
九

第
一
万
七
千
九

百
四
十
六
号

般－

二
十
一

第
一
万
八
千
五

百
三
十
一
号

　

造
園
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

平
成
二
十
二
年

 

七
月
二
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
十
二
日

平
成
二
十
二
年

 

七
月
十
四
日



　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

（5）　 平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2181号　　 

１
　
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
登
録
件
数
　
1,111件

２
　
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
条
例
第
16条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

４
　
開
示
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
状
況

　
条
例
第
21条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）

第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
�
　
件
数
及
び
処
理
状
況

　
�
　
件
名
及
び
処
理
状
況

　
　
イ
　
宮
城
県
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

 

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

受
　付
　件
　数

処
理
中

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
分
開
示

開
　
示

0
7

7
0

2
114

129
259

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

件
　
数

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
　
分

開
　
示

開
　
示

0
0

0
0

6
7

13
知

事

0
0

0
0

0
1

1
公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
0

0
病
院
事
業
管
理
者

0
2

0
1

79
108

190
教

育
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
選
挙
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
1

1
人

事
委

員
会

0
0

0
0

1
0

1
公

安
委

員
会

7
5

0
1

26
1

40
警

察
本

部
長

0
0

0
0

0
0

0
監

査
委

員

0
0

0
0

2
0

2
労

働
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
収

用
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0
こ

ど
も

病
院

0
0

0
0

0
11

11
宮

城
大

学

7
7

0
2

114
129

259
合

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

計

今
年
度

の
不
服

申
立
て

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

審
理
中

取
下
げ

決
　
定
　
（
　
裁
　
決
　
）認
　
容

一
　
部

認
　
容

棄
　
却

却
　
下

3
0

0
2

0
0

5
3

2
異
　
議

申
立
て

1
0

0
0

0
0

1
0

1
審
　
査

請
　
求

4
0

0
2

0
0

6
3

3
計

処
理
状
況

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

不
服
申
立
て
年
月
日



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
宮
城
県
条
例
第
十
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。）
第
三
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
一
年
度
に
お
け
る
条
例
の
施
行
の
状
況
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2181号　平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
下
げ
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。）　

０
件

５
　
口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
の
件
数
　
45,236件

６
　
訂
正
請
求
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

７
　
訂
正
請
求
の
決
定
に
対
す
る
不
服
申
立
て
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

８
　
実
施
機
関
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
申
出
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況

　
�
　
件
数
　
５
件

　
�
　
処
理
状
況

９
　
事
業
者
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
苦
情
の
相
談
の
件
数
及
び
そ
の
処
理
状
況
　
０
件

一
部
認
容

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
に
実
施
さ
れ
た
，
〇
〇
試
験
の
採
点
さ
れ
た
解

答
用
紙
に
記
載
さ
れ
て
い
る
個
人
情
報
の
非
開
示
決
定
に
対
す
る
異

議
申
立
て

平
成
20年

４
月
24日

一
部
認
容

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
付
け
意
見
書
，
平
成
〇
年
〇
月
〇
日
付
け
〇
〇

に
関
す
る
調
査
資
料
に
記
載
さ
れ
て
い
る
請
求
者
の
個
人
情
報
の
部

分
開
示
決
定
等
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
20年

６
月
30日

審
理
中

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
〇
頃
に
発
生
し
た
請
求
者
の
事
故
の
写
真
及
び

図
に
記
載
さ
れ
た
請
求
者
の
個
人
情
報
に
対
す
る
不
存
在
決
定
等
に

対
す
る
審
査
請
求

平
成
20年

11月
12日

審
理
中

〇
〇
審
査
会
で
の
請
求
者
に
関
す
る
話
し
合
い
の
全
内
容
及
び
〇
〇

が
提
出
し
た
本
人
に
関
す
る
報
告
書
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
部

分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
21年

４
月
７
日

審
理
中

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
付
け
〇
〇
の
認
定
に
つ
い
て
及
び
平
成
〇
年
〇

月
〇
日
付
け
平
成
〇
年
度
第
〇
回
〇
〇
審
査
委
員
会
資
料
に
記
載
さ

れ
た
個
人
情
報
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
21年

５
月
27日

審
理
中

平
成
〇
年
〇
月
〇
日
付
け
〇
〇
の
所
見
及
び
平
成
〇
年
〇
月
〇
日
付

け
〇
〇
の
所
見
に
記
載
さ
れ
た
個
人
情
報
の
非
開
示
決
定
に
対
す
る

異
議
申
立
て

平
成
21年

12月
25日

処
理
状
況

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

苦
情
申
出
年
月
日

実
施
機
関
を
通

じ
て
指
導

指
定
管
理
者
に
よ
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

平
成
21年

６
月
１
日

実
施
機
関
よ
り

文
書
で
回
答

実
施
機
関
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
第
三
者
へ
の
提
供
に
つ
い
て

平
成
21年

８
月
27日

実
施
機
関
よ
り

文
書
で
回
答

実
施
機
関
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

平
成
21年

10月
17日

実
施
機
関
よ
り

口
頭
で
回
答

実
施
機
関
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
に
つ
い
て

平
成
21年

11月
９
日

実
施
機
関
へ
伝

達
実
施
機
関
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

平
成
22年

１
月
27日

１
　
行
政
文
書
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
条
例
第
４
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
文
書
の
開
示
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。）
の
件
数
及
び
処
理
状

況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

２
　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況

　
実
施
機
関
別
の
開
示
請
求
の
件
数
及
び
処
理
状
況
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

受
　付
　件
　数

処
理
中

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
分
開
示

開
　
示

0
173

31
3

2
155

393
757

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

受
　
付

件
　
数

区
　
　
　
分

実
施
機
関
名

そ
の
他

文
　
書

不
存
在

存
否
応

答
拒
否

非
開
示

部
　
分

開
　
示

開
　
示

140
21

0
0

112
364

637
知

事

2
1

0
0

1
0

4
公
営
企
業
管
理
者

0
0

0
0

0
1

1
病
院
事
業
管
理
者

15
4

0
0

7
10

36
教

育
委

員
会

3
0

0
0

15
3

21
選
挙
管
理
委
員
会

0
1

0
2

2
2

7
人

事
委

員
会

0
0

0
0

0
1

1
監

査
委

員



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

�
　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単

価
契
約
）　

千
二
百
五
十
九
ト
ン

�
　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所

管
内
分
）（
単
価
契
約
）　

二
百
二
十
九
ト
ン

�
　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単
価
契

約
）　

百
三
十
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
管
内

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

（7）　 平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2181号　　 

　
（
注
）「
そ
の
他
」
と
は
，
取
下
げ
又
は
却
下
を
い
う
。

３
　
不
服
申
立
て
の
状
況

　
条
例
第
６
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
決
定
等
に
つ
い
て
，
行
政
不
服
審
査
法
（
昭
和
37年

法
律
第
160号

）

第
５
条
又
は
第
６
条
の
規
定
に
基
づ
き
不
服
申
立
て
が
あ
っ
た
も
の
は
，
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

�
　
件
数
及
び
処
理
状
況

�
　
件
名
及
び
処
理
状
況

　
　
イ
　
宮
城
県
情
報
公
開
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。）
に
諮
問
さ
れ
た
も
の

　
　
ロ
　
審
査
会
に
諮
問
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
（
取
り
下
げ
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）

　
　
　
　
な
し

0
0

0
0

0
0

0
公

安
委

員
会

11
4

3
0

16
7

41
警

察
本

部
長

0
0

0
0

1
1

2
労

働
委

員
会

0
0

0
0

1
0

1
収

用
委

員
会

0
0

0
0

0
0

0
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

0
0

0
0

0
0

0
住
宅
供
給
公
社

2
0

0
0

0
2

4
道

路
公

社

0
0

0
0

0
0

0
土
地
開
発
公
社

0
0

0
0

0
0

0
こ

ど
も

病
院

0
0

0
0

0
2

2
宮

城
大

学

173
31

3
2

155
393

757
合

計

処
　
　
　
理
　
　
　
状
　
　
　
況

計

今
年
度

の
不
服

申
立
て

前
年
度

か
ら
の

継
続
分

審
理
中

取
下
げ

決
　
定
　
（
　
裁
　
決
　
）認
　
容

一
　
部

認
　
容

棄
　
却

却
　
下

0
0

0
2

1
0

3
1

2
異
　
議

申
立
て

0
0

0
0

0
0

0
0

0
審
　
査

請
　
求

0
0

0
2

1
0

3
1

2
計

処
理
状
況

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

不
服
申
立
て
年
月
日

棄
却

平
成
19年

度
技
能
検
定
実
技
試
験
採
点
基
準
の
非
開
示
決
定
に
対

す
る
異
議
申
立
て

平
成
20年

４
月
24日

一
部
認
容

平
成
21年

度
宮
城
県
・
仙
台
市
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考

に
関
す
る
文
書
の
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
21年

２
月
16日

一
部
認
容

宮
城
県
公
立
小
・
中
学
校
管
理
職
候
補
者
選
考
関
係
文
書
の
行
政
文

書
部
分
開
示
決
定
に
対
す
る
異
議
申
立
て

平
成
21年

５
月
13日



１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

８　

購
入
物
品
を
迅
速
か
つ
確
実
に
納
入
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇
―
八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
作
成
等

　

１　

入
札
書
の
作
成

　
　
　

入
札
書
は
、
一
の
１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
の
う
ち
納
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

２　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

せ
先

　
　
　

〒
九
八
三－

〇
八
三
六　

仙
台
市
宮
城
野
区
幸
町
四
丁
目
一
番
二
号

　
　
　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
経
理
班
（
担
当　

川
島　

郁
美　

電
話
〇
二
二－

二
九
七－

四
一
一
二
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
六
日
（
木
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
九
月
八
日
（
水
）

ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

　
　
�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

　
　
�
　

場
所　

２
に
同
じ
。
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�
　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

開
札
の
日
は
平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
八
日
（
火
）
と
し
、
開
札
の
時
刻
及
び
場
所

は
一
の
１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
�
　

一
の
１
の�
の
購
入
物
品　

午
前
十
時　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
小
会
議
室

　
　
�
　

一
の
１
の�
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
十
分　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
小
会
議
室

　
　
�
　

一
の
１
の�
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
二
十
分　

宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
三
階
小
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
購
入
物
品
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法

�
　

入
札
金
額
は
一
の
１
の�
及
び�
の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
、
一
の
１
の

�
の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
一
銭
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

�
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

�
　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
相
当
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
は
、
代
金
請
求
時
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１
N
ature

and
Q
uantity

of
the
Item
s
to

　
 
           
                   
    

be
P
urchased

:
antifreeze

(on
a
pro

     
                               curem

ent
contract

     
             

B
asis

 
    )  

２

　

P
eriod

of
S
upply

:
F
rom

starting
dat

 
          
         
   
             e

of
contract

to
M
arch

31,
2011

                  
             .  

３

　

P
lace

of
D
elivery

:
W
ithin

S
endaipu

 
         
           
       
        blic

w
orks

office
areas

of
jurisdict

      
                              ion

   .  

４

　

D
eadline

for
B
id
:
T
uesday,

S
eptem

be

 
             
      
         
     
  r

21,
2010,

5
:
00
p.m

                      

.  

５

　

C
ontact

P
erson

:
Ikum

i
K
aw
ashim

a,
P
r

 
       
 
      
  
    
  
 
  
     
   
 
 ocurem

ent
S
ection,

S
endai

P
ublic

W
or

      
    
 
        
 
      
 
      
 
  ks

O
ffice,

   
 
       

T
reasury

D
epartm

ent,
M
iyagi

P
refectu

 
         
      
      
       
       ral

G
overnm

ent,
4-1-2

saiw
aicho,

m
iy

     
      
               
        
  agino-ku,

S
endai,

           
       

M
iyagi983-0836

Japan.
T
el.:
022-297

 
                       
            -411

    2  

６

　

Language
and
C
urrency

U
sed
in
C
ontra

              
         
        
     ct

P
rocedures

:
Japanese

and
Japanes

    
                                e

yen
onl

         y  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
を
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

入
札
に
付
す
る
事
項

　

１　

購
入
物
品
及
び
納
入
予
定
数
量

�
　

凍
結
防
止
剤
（
粒
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
標
準
、
十
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単

価
契
約
）　

千
二
百
十
八
ト
ン

�
　

凍
結
防
止
剤
（
液
状
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
八
ト
ン
車
以
下
、
宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
管
内
分
）（
単
価
契

約
）　

八
十
二
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

　

２　

購
入
物
品
の
仕
様
等　

入
札
説
明
書
及
び
仕
様
書
に
よ
る
。

　

３　

納
入
期
間　

契
約
締
結
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

　

４　

納
入
場
所　

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
管
内

二　

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

１　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ

る
こ
と
。

２　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
又
は
開
札
時
ま
で
に
宮
城

県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
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３　

平
成
十
二
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
附
則
第
二
条
の
規

定
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の

申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４　

平
成
十
二
年
四
月
一
日
以
後
に
民
事
再
生
法
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
手
続
開
始

の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第

一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可

の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
を
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を

な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

５　

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
て
い
な
い
者
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
更
生
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。）
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
に
基
づ
く

更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
が
そ
の
者
に
係
る
更
生
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
者
を
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６　

宮
城
県
か
ら
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
の
参
加
資
格
制
限
の
措
置
を
受
け
て
い
る
期
間
中
の
者
で
な
い
こ

と
。

７　

宮
城
県
入
札
契
約
暴
力
団
等
排
除
要
綱
（
平
成
二
十
年
十
一
月
一
日
施
行
）
別
表
各
号
に
規
定
す
る
次
の
い
ず

れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
の
役
員
等
（
法
人
の
場
合
は
非
常
勤
を
含
む
役
員
及
び
支
配
人
並
び
に
支
店

又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
そ
の
他
の
団
体
の
場
合
は
法
人
の
役
員
等
と
同
様
の
責
任
を
有
す
る
代
表
者
及
び
理

事
等
、
個
人
の
場
合
は
そ
の
者
並
び
に
支
配
人
及
び
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
が
暴
力
団
員

に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
暴
対
法
」
と
い
う
。）

第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
で
あ
る
場
合
又
は
暴
力
団
員
が
経

営
に
事
実
上
参
加
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
自
社
、
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図

り
、
又
は
第
三
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
を
も
っ
て
、
暴
対
法
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
（
以
下

「
暴
力
団
」
と
い
う
。）、
暴
力
団
員
又
は
暴
力
団
、
暴
力
団
員
に
協
力
し
、
若
し
く
は
関
与
す
る
等
こ
れ
と
関

わ
り
を
持
つ
者
と
し
て
、
警
察
か
ら
通
報
が
あ
っ
た
者
若
し
く
は
警
察
が
確
認
し
た
者
（
以
下
「
暴
力
団
関
係

者
」
と
い
う
。）
の
威
力
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
、
暴
力
団
員
若
し
く
は
暴
力
団
関
係
者
（
以

下
「
暴
力
団
等
」
と
い
う
。）
又
は
暴
力
団
等
が
経
営
若
し
く
は
運
営
に
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人

等
に
対
し
て
、
資
金
等
を
提
供
し
、
又
は
便
宜
を
供
与
す
る
な
ど
積
極
的
に
暴
力
団
の
維
持
運
営
に
協
力
し
、

又
は
関
与
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
と
社
会
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
関
係
を
有

し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

�
　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
役
員
等
が
、
暴
力
団
等
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
こ
れ
と
取

引
し
た
り
、
又
は
不
当
に
利
用
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

　

８　

購
入
物
品
を
迅
速
か
つ
確
実
に
納
入
で
き
る
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

９　

入
札
参
加
資
格
申
請
場
所　

宮
城
県
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
で
入
札
を
希
望
す

る
者
は
、
当
県
所
定
の
物
品
調
達
等
に
係
る
競
争
入
札
参
加
業
者
登
録
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
宮
城

県
出
納
局
契
約
課
管
理
班
（
〒
九
八
〇－

八
五
七
〇　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
三
三
五
）
へ
平
成
二
十
二
年
九
月
十
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

三　

入
札
書
の
作
成
等

　

１　

入
札
書
の
作
成

　

入
札
書
は
、
一
の
１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
の
う
ち
納
入
し
よ
う
と
す
る
も
の
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。

２　

入
札
書
の
提
出
場
所
、
契
約
条
項
及
び
契
約
条
件
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
並
び
に
問
い
合
わ

せ
先

　
　
　

〒
九
八
九－

六
一
一
七　

大
崎
市
古
川
旭
四
丁
目
一
番
一
号

　
　
　

宮
城
県
北
部
土
木
事
務
所
経
理
班
（
担
当　

小
野
寺　

恵　

電
話
〇
二
二
九－

九
一－

〇
七
六
七
）

　

３　

入
札
説
明
書
の
交
付
期
限

　

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日
（
金
）
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
交
付
を
希
望
す
る
場
合
は
、

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
六
日
（
木
）
ま
で
２
あ
て
申
し
出
る
こ
と
。

　

４　

一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査

　

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
平
成
二
十
二
年
九
月
八
日
（
水
）

ま
で
に
必
要
書
類
を
作
成
の
上
提
出
し
、
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
開
札
日
ま
で

の
間
に
お
い
て
、
当
該
書
類
に
関
し
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

５　

入
札
書
の
提
出
期
限
等

�
　

日
時　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
一
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で

�
　

場
所　

２
に
同
じ
。

�
　

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
配
達
証
明
付
書
留
郵
便
に
て�
の
日
時
ま
で
に
到
達
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。
た

だ
し
、
入
札
書
を
持
参
す
る
場
合
は
、
６
の
開
札
の
日
時
ま
で
開
札
場
所
へ
提
出
で
き
る
も
の
と
す
る
。

�
　

提
出
期
限
を
過
ぎ
て
提
出
さ
れ
た
入
札
書
は
、
い
か
な
る
事
由
が
あ
っ
て
も
受
理
し
な
い
。

６　

開
札
の
日
時
及
び
場
所　

開
札
の
日
は
平
成
二
十
二
年
九
月
三
十
日
（
木
）
と
し
、
開
札
の
時
刻
及
び
場
所
は
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一
の
１
に
掲
げ
る
購
入
物
品
ご
と
に
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�
　

一
の
１
の�
の
購
入
物
品　

午
前
十
時　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎
五
階
五
〇
四
会
議
室

�
　

一
の
１
の�
の
購
入
物
品　

午
前
十
時
十
分　

宮
城
県
大
崎
合
同
庁
舎
五
階
五
〇
四
会
議
室

四　

入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者

　

１　

二
に
定
め
る
資
格
を
有
し
な
い
者

　

２　

当
該
購
入
物
品
に
係
る
入
札
説
明
書
の
原
本
の
交
付
を
受
け
な
い
者

五　

そ
の
他

１　

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨　

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨
に
限
る
。

２　

入
札
保
証
金　

財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
号
）
第
九
十
七
条
及
び
第
九
十
八
条
並
び
に
平

成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
入
札
保
証
金
の
免
除
の
特
例
に
関
す
る
規
則（
平
成
二
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
十
九
号
）

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
。

３　

契
約
保
証
金　

財
務
規
則
第
百
十
三
条
及
び
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
。

４　

入
札
の
無
効　

本
公
告
に
示
し
た
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札

に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
し
た
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

５　

入
札
金
額
の
記
載
方
法

�
　

入
札
金
額
は
一
の
１
の�
の
購
入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
単
価
を
、
一
の
１
の�
の
購

入
物
品
に
あ
っ
て
は
一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
単
価
を
一
銭
単
位
で
記
載
す
る
こ
と
。

�
　

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す
る
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
え
た
金
額
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

�
　

消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
相
当
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
は
、
代
金
請
求
時
に
加
算
す
る
も
の
と
す
る
。

６　

落
札
者
の
決
定
方
法　

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札

者
と
す
る
。

　

７　

契
約
書
作
成
の
要
否　

要

　

８　

申
請
書
等
の
作
成
に
要
す
る
経
費　

申
請
書
等
を
提
出
す
る
入
札
参
加
希
望
者
の
負
担
と
す
る
。

　

９　

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

六　

概
要

S
um
m
ar

　
 
  
 
  y  

１

　

N
ature

and
Q
uantity

of
the
Item
s
to

  
           
                   
    

be
P
urchased

:
antifreeze

(on
a
pro

     
                               curem

ent
contract

     
             

B
asis

 
    )  

２

　

P
eriod

of
S
upply

:
F
rom

starting
dat

 
          
         
   
             e

of
contract

to
M
arch

31,
2011

                  
             .  

３

　

P
lace

of
D
elivery

:
W
ithin

H
okubu

pu

 
         
           
       
        blic

w
orks

office
areas

of
jurisdict

      
                              ion

   .  

４

　

D
eadline

for
B
id
:
T
uesday,

S
eptem

be

 
             
      
         
     
  r

21,
2010,

5
:
00
p.m

                      

.  

５

　

C
ontact

P
erson

:
M
egum

i
O
nodera,

P
ro

 
       
 
      
  
 
    
  
 
        
 
  curem

ent
S
ection,

H
okubu

P
ublic

W
ork

     
    
 
        
 
      
 
      
 
   s

O
ffice,

  
 
       

T
reasury

D
epartm

ent,
M
iyagiP

refectu

 
         
      
      
       
       ralG

overnm
ent,
4-1-1

furukaw
aasahi,

     
      
                  
       

O
osaki,

M
iyagi989

  
        
         -  

6117
Japan.

T
el.:
0229-91-076

             
                7  

６

　

Language
and
C
urrency

U
sed
in
C
ontra

              
         
        
     ct

P
rocedures

:
Japanese

and
Japanes

    
                                e

yen
onl

         y  

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

〇
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐

崎
正
東
の
線
以
北
の
宮
城
県
地
先
海
面
（
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。
以
下
「
規
制
区
域
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
、

十
ト
ン
未
満
の
漁
船
を
使
用
し
て
行
う
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
（
以
下
「
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
」
と
い
う
。）

の
操
業
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
制
限
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

会　

長　
　

畠　
　

山　
　

喜　
　

勝　
　
　

一　

制
限
期
間

　
　

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

二　

操
業
区
域

　

気
仙
沼
市
唐
桑
町
御
崎
正
東
線
以
南
と
石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐
崎
正
東
の
線
以
北
に
お
け
る
、
水
深
百
四
十
メ
ー
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

黒
川
郡
大
衡
村
大
衡
字
河
原
六
十
六
番
三
、
六
十
七
番

十
二
及
び
同
字
座
府
七
十
二
番
六

　

仙
台
市
青
葉
区
堤
町
一
丁
目
七
番
三
十
号

 

燦
ケ
ア
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社　
　



ト
ル
以
浅
の
水
域

三　

操
業
期
間

　

平
成
二
十
二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
日
ま
で
。
た
だ
し
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
に

よ
る
さ
け
採
捕
の
制
限
に
よ
る
期
間
を
除
く
。

四　

操
業
の
承
認

　

規
制
区
域
に
お
い
て
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
漁
船
ご
と
に
、
別
紙
秋
さ
け

固
定
式
さ
し
網
漁
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。）
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五　

承
認
隻
数

　
　

承
認
の
隻
数
の
上
限
は
、
二
百
十
八
隻
と
す
る
。 

六　

承
認
の
対
象
者

　

承
認
の
対
象
者
は
、
漁
業
法
そ
の
他
関
連
法
令
に
抵
触
し
な
い
者
で
あ
っ
て
、
漁
業
調
整
上
特
に
支
障
が
な
く
、

か
つ
、
さ
け
の
特
性
を
認
識
し
、
さ
け
増
殖
事
業
に
協
力
す
る
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

�
　

平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
承
認
証
（
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。）
の
交
付
を
受

け
、
宮
城
県
内
の
地
方
卸
売
市
場
に
水
揚
げ
し
た
実
績
を
有
す
る
者
（
以
下
「
水
揚
げ
実
績
を
有
す
る
者
」
と
い

う
。）。

�
　

平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
、
水
揚
げ
実
績
を
有
す
る
者
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

�
　

平
成
十
九
年
度
及
び
平
成
二
十
年
度
に
承
認
証
の
交
付
を
受
け
、
い
ず
れ
の
年
度
に
お
い
て
も
水
揚
げ
実
績

を
有
す
る
者
。

�
　

平
成
二
十
年
度
に
新
規
に
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
平
成
二
十
年
度
に
お
い
て
水
揚
げ
実
績

を
有
す
る
者
。

�
　

平
成
二
十
一
年
度
に
新
規
に
承
認
証
の
交
付
を
受
け
た
者
。

�
　

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
新
規
に
着
業
し
、
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
。
た
だ
し
、
承
認
に
係
る
隻
数
は
四
隻

以
内
と
す
る
。

七　

操
業
の
条
件
及
び
制
限

１　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
操
業
者
」
と
い
う
。）
は
、
操
業
す
る
際
、
委
員
会
が
交
付
す
る
承
認
証

を
操
業
者
の
漁
船
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

操
業
者
は
、
操
業
期
間
中
、
別
に
定
め
る
標
識
を
、
操
業
者
の
漁
船
の
両
舷
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

敷
設
で
き
る
漁
具
の
総
延
長
は
、
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
、
二
張
を
超
え
て
敷
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

４　

漁
具
を
二
張
敷
設
す
る
場
合
は
、
並
列
に
敷
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

５　

漁
具
の
敷
設
開
始
時
間
は
午
前
四
時
以
降
と
し
、
揚
網
開
始
時
間
は
同
日
午
前
八
時
（
南
三
陸
町
末
ノ
崎
の
正

東
線
以
北
の
海
域
に
あ
っ
て
は
、
同
日
午
前
九
時
）
と
す
る
。
た
だ
し
、
水
深
百
二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
浅
に
敷
設

す
る
場
合
を
除
く
。

６　

漁
具
の
敷
設
回
数
は
、
一
日
一
回
と
す
る
。　

７　

漁
具
は
、
東
方
向
（
真
方
位
九
十
度
）
に
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８　

漁
具
を
敷
設
し
て
い
る
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
周
辺
海
域
に
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
水
深
百

二
十
五
メ
ー
ト
ル
以
浅
に
敷
設
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

９　

漁
具
を
揚
網
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
沖
側
か
ら
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

漁
具
の
両
端
に
は
、
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
三
号
）
第
五
十
七
条
第
一

10
項
に
規
定
す
る
標
識
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
船
は
、
沖
合
底
び
き
網
漁
船
と
漁
場
が
競
合
す
る
海
域
に
お
い
て
は
、
連
絡
当
番
船
を

11
介
し
、
無
線
又
は
船
舶
電
話
に
よ
り
連
絡
し
、
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

操
業
期
間
終
了
後
は
、
一
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
八　

承
認
の
取
り
消
し

　
　

こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
、
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

（
別
紙
）

　
　
　

秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
承
認
事
務
取
扱
要
領

　

（
操
業
の
承
認
申
請
）

第
一　

秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
の
制
限
（
平
成
二
十
二
年
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
二
号
。）
四
の
承

認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書
（
様
式
第
一
号
。
以
下
「
承
認
申
請

書
」
と
い
う
。）
を
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
（
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号　

宮
城
県
農
林
水
産
部

水
産
業
振
興
課
内
。
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

承
認
申
請
書
の
受
理
期
間
は
、
委
員
会
指
示
の
翌
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
日
ま
で
と
す
る
。

３　

承
認
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　
�
　

漁
船
原
簿
謄
本

　
�
　

年
間
事
業
計
画
書
（
様
式
第
二
号
）

　
�
　

委
員
会
指
示
六
の�
に
該
当
す
る
場
合
は
、
申
請
調
書
（
様
式
第
三
号
）

　
�
　

所
属
漁
業
協
同
組
合
支
所
運
営
委
員
長
又
は
代
表
理
事
組
合
長
の
副
申
書

　
�
　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
る
書
類
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４　

承
認
申
請
書
は
、
申
請
者
の
所
属
す
る
漁
業
協
同
組
合
が
取
り
ま
と
め
、
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認

申
請
一
覧
表
（
様
式
第
四
号
）
を
添
え
て
、
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
操
業
承
認
証
の
交
付
）

第
二　

委
員
会
は
、
操
業
の
承
認
を
し
た
と
き
は
、
申
請
者
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
地
方
振
興
事
務
所
（
以
下
「
地
方

振
興
事
務
所
」
と
い
う
。）
を
通
じ
、
漁
船
（
漁
ろ
う
装
置
、
漁
網
を
含
む
。）
を
確
認
の
上
、
秋
さ
け
固
定
式
さ
し

網
漁
業
操
業
承
認
証
（
様
式
第
五
号
。
以
下
「
承
認
証
」
と
い
う
。）
を
申
請
者
に
交
付
す
る
。

　
２　

承
認
証
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
方
振
興
事
務
所
に
連
絡
の
上
、
そ
の
指
示
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
承
認
証
の
書
換
交
付
）

第
三　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
の
記
載
事
項
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
秋
さ
け
固
定
式
さ

し
網
漁
業
操
業
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書
（
様
式
第
六
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
書
換
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２　

前
項
の
申
請
は
、
第
一
の
３�
の
規
定
を
準
用
す
る
。

　

（
承
認
証
の
再
交
付
）

第
四　

操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
は
、
承
認
証
を
滅
失
し
、
又
は
き
損
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
秋
さ
け
固
定
式
さ
し

網
漁
業
操
業
承
認
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
七
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
、
再
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
船
体
の
標
識
）

第
五　

委
員
会
指
示
七
の
２
の
別
に
定
め
る
標
識
は
、
様
式
第
八
号
と
す
る
。

　

（
漁
獲
成
績
報
告
書
）

第
六　

委
員
会
指
示
七
の　

の
漁
獲
成
績
報
告
書
は
、
様
式
第
九
号
と
す
る
。

12

２　

前
項
の
漁
獲
成
績
報
告
書
に
は
、
操
業
期
間
中
に
宮
城
県
内
の
地
方
卸
売
市
場
に
水
揚
げ
し
た
実
績
を
確
認
で
き

る
書
類
（
水
揚
仕
切
書
等
の
写
し
）
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

　

（
承
認
申
請
書
等
の
経
由
）

第
七　

第
一
、
第
三
、
第
四
及
び
第
六
の
規
定
に
よ
る
申
請
又
は
報
告
は
、
地
方
振
興
事
務
所
を
経
由
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。
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宮
城
県
仙
台
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部

宮
城
県
気
仙
沼
地
方
振
興
事
務
所
水
産
漁
港
部

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
九－

一

　

電
話
〇
二
二－

三
六
五－

〇
一
九
一

石
巻
市
東
中
里
一
丁
目
四－

三
二

　

電
話
〇
二
二
五－

九
五－

一
四
一
一

気
仙
沼
市
港
町
四
九
九

　

電
話
〇
二
二
六－

二
二－

六
八
二
五

（
様
式
第
１
号
）

 
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認
申
請
書

 
年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
　
名
     　

　
　
　
　
　
                      印

　

　
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
の
承
認
を
受
け
た
い
の
で
，
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。

記

１
　
操
業
期
間
　
　
　
平
成
22年

９
月
25日

か
ら
同
年
11月

20日
ま
で

　　
２
　
操
業
区
域
　
　
　
気
仙
沼
市
唐
桑
町
御
崎
正
東
線
以
南
と
石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐
崎
正
東
の
線
以
北
に
お
け

る
，
水
深
140メ

ー
ト
ル
以
浅
の
水
域
。
た
だ
し
，
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。

　

３
　
使
用
船
舶

　
�
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
�
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
�
　
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数

　

４
　
漁
具
の
規
模

　
　
　
　
　
　
�
　
×
　
　
　
　
張
り
　
＝
　
　
　
　
�

　
　
　
　
　
　
�
　
×
　
　
　
　
張
り
　
＝
　
　
　
　
�

　
　
　
　
　
　
　
　
合
計
　
　
　
張
り
　
　
　
　
　
　
�

　

５
　
申
請
理
由

 
（
Ａ
４
縦
）
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（
様
式
第
２
号
）

年
　
　
間
　
　
事
　
　
業
　
　
計
　
　
画
　
　
書

　
　
　
船
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸
　
　
　
　
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）

合
　
　
計

 
漁
業

 
漁
業

 
漁
業

 
漁
業
種
類

区
　
　
分

漁
獲
物
の
種
類

操
業

期
間

操
業
日
数
（
日
）

航
　
 海
 
　
数
（
回
）

漁
獲
予
想
数
量
（
�
）

漁
獲
予
想
金
額
（
円
）

乗
　
 組
　
 員
（
人
）

人
件

費
 所　要　経　費　�円  

燃
料

費

　
費

　
費

合
計

（
様
式
第
３
号
）

申
　
　
　
請
　
　
　
調
　
　
　
書

　　
　
上
記
の
と
お
り
相
違
な
い
こ
と
を
証
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
平
成
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
漁
業
協
同
組
合
　
代
表
理
事
組
合
長
（
支
所
運
営
委
員
長
）　
印
　
　
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）

住
所

 
印
　
　
　

氏
名

 
歳
　

年
齢

生
年
月
日

　
１
：
漁
船
漁
業
専
業
　
　
２
：
養
殖
と
の
兼
業
　
　
３
：
養
殖
専
業

漁
業
形
態
　
　
※
該
当
す
る
番
号
に
〇
印
を
お
願
い
し
ま
す
。

漁
業
従
事
年
数

Ｍ
Ｇ
　－

漁
船
登
録

番
号

船
名

使
用
漁
船

 
ト
ン

総
ト
ン
数

 
（
kW
・
P
S
）

推
進
機
関
の
種
類

及
び
馬
力
数

年
間
操
業
実
績

　
※
前
年
度
（
４
月
か
ら
翌
年
３
月
ま
で
）
に
お
け
る
年
間
操
業
実
績
を
記
入
願
い
ま
す
。

水
揚
金
額
（
千
円
）

水
揚
数
量
（
�
）

操
　
業
　
期
　
間

漁
　
業
　
種
　
類

№

（
〇
月
〇
旬
～
〇
月
〇
旬
）

１２３４５６

合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
計
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（様式第４号）

秋さけ固定式さし網漁業操業承認申請一覧表

 平成　　年　　月　　日　　

　　　宮城海区漁業調整委員会会長　殿

 　　　漁業協同組合　代表理事組合長（支所運営委員長）　 印　　

 （Ａ４横）

前年度水揚

実績の有無

前 年 度

承認証番号

申　　　請　　　者推進機関の種類

及 び 馬 力 数
総トン数

漁 船 登 録

番　 　 号
船　　名

一連

番号 氏　　名住　　　　所

（
様
式
第
５
号
）

（
表
）

　 
宮
さ
け
第
　
　
　
　
号
〇
　
　
　

秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認
証

 
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
１
　
操
業
期
間
　
　
平
成
22年

９
月
25日

　
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
22年

11月
20日

　
ま
で

　
　
２
　
操
業
区
域
　
　
気
仙
沼
市
唐
桑
町
御
崎
正
東
線
以
南
と
石
巻
市
網
地
島
濤
波
岐
崎
正
東
の
線
以
北
に
お

け
る
，
水
深
140メ

ー
ト
ル
以
浅
の
水
域
。
た
だ
し
，
共
同
漁
業
権
区
域
を
除
く
。

　
　
３
　
使
用
す
る
船
舶

　
　
　
�
　
船
　
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
　
　
�
　
漁
船
登
録
番
号

　
　
　
�
　
総
ト
ン
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ン

　
　
　
�
　
推
進
機
関
の
種
類
及
び
馬
力
数
　

　
　
４
　
操
業
の
条
件
及
び
制
限
　
　
裏
面
記
載
の
と
お
り

　
　

　　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
　
　
　
　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

 
　
　
　
　
　
　
　
　
会
　
　
長
 

�
　
　
　

（
Ａ
４
縦
）
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（
様
式
第
５
号
）

（
裏
）

操
業
の
条
件
及
び
制
限
（
委
員
会
指
示
第
七
）

１
　
操
業
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
操
業
者
」
と
い
う
。）
は
，
操
業
す
る
際
，
委
員
会
が
交
付
す
る
秋
さ
け

固
定
式
さ
し
網
漁
業
承
認
証
を
操
業
者
の
漁
船
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
操
業
者
は
，
操
業
期
間
中
，
別
に
定
め
る
標
識
を
，
操
業
者
の
漁
船
の
両
舷
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
敷
設
で
き
る
漁
具
の
総
延
長
は
，
３
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
内
と
し
，
２
張
を
超
え
て
敷
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

４
　
漁
具
を
２
張
敷
設
す
る
場
合
は
，
並
列
に
敷
設
し
て
は
な
ら
な
い
。

５
　
漁
具
の
敷
設
開
始
時
間
は
午
前
４
時
以
降
と
し
，
揚
網
開
始
時
間
は
同
日
午
前
８
時
（
南
三
陸
町
末
ノ
崎
の
正

東
線
以
北
の
海
域
に
あ
っ
て
は
，
同
日
午
前
９
時
）
と
す
る
。
た
だ
し
，
水
深
125メ

ー
ト
ル
以
浅
に
敷
設
す
る

場
合
を
除
く
。

６
　
漁
具
の
敷
設
回
数
は
，
１
日
１
回
と
す
る
。

７
　
漁
具
は
，
東
方
向
（
真
方
位
90度

）
に
敷
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８
　
漁
具
を
敷
設
し
て
い
る
間
に
お
い
て
は
，
そ
の
周
辺
海
域
に
待
機
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
，
水
深
125

メ
ー
ト
ル
以
浅
に
敷
設
す
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

９
　
漁
具
を
揚
網
す
る
場
合
は
，
原
則
と
し
て
沖
側
か
ら
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10　
漁
具
の
両
端
に
は
，
宮
城
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
41年

宮
城
県
規
則
第
73号

）
第
57条

第
１
項
に
規
定
す
る

標
識
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11　
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
船
は
，
沖
合
底
び
き
網
漁
船
と
漁
場
が
競
合
す
る
海
域
に
お
い
て
は
，
連
絡
当
番
船
を

介
し
，
無
線
又
は
船
舶
電
話
に
よ
り
連
絡
し
，
ト
ラ
ブ
ル
回
避
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

12　
操
業
期
間
終
了
後
は
，
１
か
月
以
内
に
漁
獲
成
績
報
告
書
を
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

承
　認
　の
　取
　り
　消
　し
（
委
員
会
指
示
第
八
）

　
　
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
は
，
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。

（
様
式
第
６
号
）

秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
書
換
交
付
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
所

 
氏
　
名
 

印
　

　
先
に
交
付
を
受
け
た
承
認
証
の
記
載
事
項
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
い
の
で
，
書
換
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
さ
け
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
書
換
す
る
事
項

　
４
　
書
換
を
必
要
と
す
る
理
由

（
Ａ
４
縦
）

書
　
　
　
換
　
　
　
後

書
　
　
　
換
　
　
　
前

項
　
目
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（
様
式
第
７
号
）

秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
再
交
付
申
請
書

年
　
　
月
　
　
日
　
　

　
　
宮
城
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
会
長
　
殿

 
住
　
所

 
氏
　
名
 

印
　

　
秋
さ
け
固
定
式
さ
し
網
漁
業
操
業
承
認
証
を
滅
失
（
き
損
）
し
た
の
で
，
再
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

記

　
１
　
承
認
番
号
　
　
宮
さ
け
　
第
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号

　
２
　
船
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丸

　
３
　
滅
失
（
き
損
）
の
理
由

（
Ａ
４
縦
）

（
様
式
第
８
号
）

１
　
文
字
及
び
数
字
（
承
認
証
番
号
）
の
大
き
さ
は
８
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
，
太
さ
は
1.5セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
と
す
る
こ
と
。

２
　
文
字
，
数
字
（
承
認
証
番
号
）
及
び
枠
は
，
朱
色
と
す
る
こ
と
。

３
　
〇
印
に
は
，
所
属
漁
協
（
宮
城
県
漁
業
協
同
組
合
に
あ
っ
て
は
，
所
属
支
所
）
の
頭
文
字
を
記
入
す
る
こ
と
。

宮
さ
け
　
第
　
　
号
〇
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（様式第９号）
秋さけ固定式さし網漁業漁獲成績報告書

 №　　　　　　

 提出年月日：　　　　年　　月　　日　　

　　宮城海区漁業調整委員会会長　殿

　宮さけ　第　　　　　　　　　　　　　号承認証番号所属漁協名

船 名印　氏 名

　総 ト ン 数人　乗 組 員

　ＭＧ　　　－漁船登録番号目　合：　　　寸　　　　分（　　　�）刺 網 の

規 模 電気点火・ジーゼル（〇印をする）推 進 機 関総延長：　　　ｍ・使用反数：　　　　反

　　　　　　年　　　　月分

備　考
（漁模様，海況等を記入）

揚　網
時　間

敷　設
時　間

金　額
（千円）
※税抜き

数　量
（�）

尾　　　　数 （尾）水深
（ｍ）

漁場
番号

日
合　計メ　スオ　ス

：：１

：：２

：：３

：：４

：：５

：：６

：：７

：：８

：：９

：：10

旬計

：：11

：：12

：：13

：：14

：：15

：：16

：：17

：：18

：：19

：：20

旬計

：：21

：：22

：：23

：：24

：：25

：：26

：：27

：：28

：：29

：：30

：：31

旬計

合計

（Ａ４縦）

【秋さけ固定式さし網漁業に要した所要経費】

経　費　合　計（千円）
経　　　　　　　　　　　　　　　費　（千円）

（ ）その他（　　　　　）人 件 費燃 料 費漁 具 費

　※経費欄には，操業期間中に要した経費を記入する。
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雑

報

〇
名
取
市
愛
島
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合
理
事
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
公
報
登
載
の
依
頼
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

名
取
市
愛
島
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
松
浦
庄
治
に
対
す
る
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
十
九
号
）
第
九
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
仮
換
地
の
指
定
通
知
に
つ
い
て
は
、
送
付
す
べ
き
場
所
を
確
知
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
法
第
百
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
書
類
の
送
付
に
か
え
て
通
知
の
内
容
を
次

の
と
お
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
八
月
十
日

 

名
取
市
愛
島
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業　
　
　
　
　

 

施
行
者　

名
取
市
愛
島
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
組
合　

 

理　
事　
長　
　

渋　
　

谷　
　

正　
　

志　
　
　

一　

通
知
の
日
付
及
び
番
号

　

平
成
二
十
二
年
六
月
七
日　

名
愛
東
二
区
第
千
十
四
号　

指
定
第
七
十
号　

及
び
平
成
二
十
二
年
六
月
七
日　

名

愛
東
二
区
第
千
十
五
号　

指
定
第
百
九
十
三
号

二　

通
知
の
内
容

　

名
取
市
愛
島
東
部
第
二
土
地
区
画
整
理
事
業
の
仮
換
地
と
な
る
べ
き
土
地
に
つ
い
て
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
付

け
、
名
愛
東
二
区
第
四
百
二
十
九
号
指
定
第
四
百
六
十
号
で
し
た
仮
換
地
指
定
を
取
り
消
し
、
次
の
事
項
の
と
お
り

指
定
す
る
。

　

１　

所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名

　
　
　

住
所　

不
詳

　
　
　

氏
名　

松
浦　

庄
治

　

２　

従
前
の
土
地

　
　

一　

所
在
地　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
東
小
泉
二
十
一
番
地

　
　

二　

地
目　

墓
地

　
　

三　

地
積　

百
五
平
方
メ
ー
ト
ル

　

３　

仮
換
地
の
土
地

　
　

一　

街
区
番
号　

三
十
五
街
区

　
　

二　

画
地
番
号　

四
画
地

　
　

三　

地
積　

九
平
方
メ
ー
ト
ル

　

４　

仮
換
地
の
取
り
消
し
及
び
指
定
の
効
力
発
生
の
日　

平
成
二
十
二
年
六
月
十
四
日

　

５　

仮
換
地
に
つ
い
て
使
用
又
は
収
益
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
る
日
は
、
別
に
定
め
て
通
知
す
る
。

　

６　

仮
換
地
図　

別
図
の
と
お
り

三　

教
示

　

こ
の
通
知
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
通
知
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
日
以
内
に
宮
城

県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
一
七
八
号
（
平
成
二
十
二
年
七
月
三
十
日
付
け
）
中

第2181号　平成22年８月10日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （22）

ペ
ー
ジ

一二二

段上上上

行五二
一

二
二

正

変
更

第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項

変
更

　
　
　
　
　
　
　

誤

設
置

第
十
五
条
第
一
項

設
置


